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犯罪です

これを幇助・教唆した者も、30万円以下の
罰金に処される可能性があります。

認証工場以外の者がOBD検査利用システムの
IDを使用した場合、不正アクセス行為の
禁止等に関する法律に基づき、３年以下の
懲役又は100万円以下の罰金に処される
可能性があります。

※　IDを他者に使用させた場合、
　　その認証工場のIDは剥奪されます。


